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（
別
添
２
）

○
平
成
一
九
年
国
土
交
通
省
令
第
一
九
号

海
上
物
流
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い

、
並
び
に
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
六
条
の
二
の
二
十
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
抄
）

第
一
条

港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
技
術
基
準
対
象
施
設
を
設
置
す
る
地
点
に
お
い
て
生
じ
る
と
想
定
さ
れ
る
地
震
動
の
う

ち
、
最
大
規
模
の
強
さ
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
」
を
「
港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
国

土
交
通
省
令
第
十
五
号
）
第
一
条
第
五
号
の
レ
ベ
ル
二
地
震
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
八
条
の
二
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
手
数
料
）

第
二
十
八
条
の
二
十
一

法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
十
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
別
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
確
認
対
象
施
設
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

２

法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
十
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
現
金
を
も
つ
て
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
を
納

付
す
る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
、
当
該
手
数
料
を
納
付
す

る
も
の
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
二
十
八
条
の
二
十
一
関
係
）

確

認

対

象

施

設

の

種

類

金

額

津
波
、
偶
発
波
浪
（
港
湾
の
施
設
の
技

術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第

防
波
堤
、
防
砂
堤
、
防
潮
堤
、
導
流
堤

三
号
の
偶
発
波
浪
を
い
う
。
以
下
同

二
百
万
円
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、
護
岸
、
堤
防
、
突
堤
及
び
胸
壁

じ
。
）
、
レ
ベ
ル
二
地
震
動
等
の
作
用

に
よ
る
損
傷
等
を
考
慮
し
て
設
計
し
た

外
郭
施
設

施
設

そ
の
他
の
施
設

百
四
十
万
円

津
波
、
偶
発
波
浪
、
レ
ベ
ル
二
地
震
動

等
の
作
用
に
よ
る
損
傷
等
を
考
慮
し
て

二
百
四
十
万
円

水
門
及
び
閘
門

こ
う

設
計
し
た
施
設

そ
の
他
の
施
設

二
百
万
円

レ
ベ
ル
二
地
震
動
の
作
用
に
よ
る
損
傷

二
百
万
円

係
留
施
設

等
を
考
慮
し
て
設
計
し
た
施
設

そ
の
他
の
施
設

百
四
十
万
円

静
的
解
析
を
用
い
た
照
査
に
よ
り
設
計

二
百
七
十
万
円

し
た
施
設

ト
ン
ネ
ル
構
造
を
有
す
る
施
設
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道
路

動
的
解
析
を
用
い
た
照
査
に
よ
り
設
計

三
百
三
十
万
円

し
た
施
設

そ
の
他
の
施
設

九
十
万
円

静
的
解
析
を
用
い
た
照
査
に
よ
り
設
計

二
百
七
十
万
円

し
た
施
設

橋
梁

動
的
解
析
を
用
い
た
照
査
に
よ
り
設
計

三
百
三
十
万
円

し
た
施
設

固
定
式
荷
役
機
械
及
び
軌
道
走
行
式
荷
役
機
械

二
百
万
円

津
波
、
偶
発
波
浪
、
レ
ベ
ル
二
地
震
動

等
の
作
用
に
よ
る
損
傷
等
を
考
慮
し
て

二
百
万
円

廃
棄
物
埋
立
護
岸

設
計
し
た
施
設

そ
の
他
の
施
設

百
四
十
万
円

海
浜

百
四
十
万
円



- 5 -

人
工
地
盤
構
造
を
有
す
る
施
設

二
百
万
円

緑
地
及
び
広
場

そ
の
他
の
施
設

九
十
万
円

「
住

所

「
住

所

氏

名

第
六
号
様
式
、
第
六
号
の
五
様
式
及
び
第
十
号
様
式
表
面
中

氏

名

を

に
改
め
る
。

職

名

職

名

年

令
」

生
年
月
日
」

第
二
条

港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
六
を
第
三
条
の
七
と
し
、
第
三
条
の
五
を
第
三
条
の
六
と
し
、
第
三
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
港
湾
区
域
内
等
に
お
け
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
等
の
許
可
）

第
三
条
の
五

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
港
湾
管
理
者
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
技
術
基
準

対
象
施
設
（
法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
建
設
又
は

改
良
を
行
お
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
を
港
湾
管
理
者
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。
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一

次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ

建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
諸
元
及
び
要
求
性
能
（
技
術
基
準
対
象
施
設
に
必
要
と

さ
れ
る
性
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ

建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

ハ

イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

二

建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法
を
記
載

し
た
書
類

三

建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書

類
四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
港
湾
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
管
理
者
と
協
議
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
港
湾
管
理
者
の
許
可
を
受
け
」
と
あ
る
の
は
「
港
湾
管
理
者
と
協
議
し
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。
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第
五
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
又
は
改
良

を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
前
項
第
一
号
の
書
類
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ

当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
の
諸
元
及
び
要
求
性
能

ロ

当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

ハ

イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

二

当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

三

当
該
届
出
に
係
る
行
為
に
係
る
施
設
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
開
発
保
全
航
路
内
に
お
け
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
等
の
許
可
）

第
十
一
条
の
二

法
第
四
十
三
条
の
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
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）
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ

建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
諸
元
及
び
要
求
性
能

ロ

建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

ハ

イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

二

建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法
を
記
載

し
た
書
類

三

建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書

類
四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
三
条
の
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土

交
通
大
臣
と
協
議
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を

受
け
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
を
「
受
け
よ
う
と
す
る
港
湾
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
港
湾
施
設
処
分
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
書

類
の
一
部
に
あ
つ
て
は
当
該
港
湾
施
設
の
種
類
に
よ
り
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は
当
該
港
湾
施
設
の
処
分
後

の
用
途
に
よ
り
、
必
要
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
港
湾
施
設
の
位
置
図
、
平
面
図
、
縦
断
面
図
、
横
断
面
図
及
び
構
造
図

二

処
分
後
の
当
該
港
湾
施
設
の
維
持
管
理
計
画
等
（
港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
国

土
交
通
省
令
第
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
維
持
管
理
計
画
等
を
い
う
。
）
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

第
二
十
七
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
告
水
域
に
お
け
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
等
の
許
可
）

第
二
十
七
条
の
四

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
技

術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
を
行
お
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る
。
）
を
都
道
府

県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ

建
設
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
諸
元
及
び
要
求
性
能

ロ

建
設
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

ハ

イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

二

建
設
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

三

建
設
を
行
お
う
と
す
る
技
術
基
準
対
象
施
設
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

知
事
と
協
議
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け

」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
と
協
議
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五
号
）
」
を
削
る
。

第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
中
「
（
技
術
基
準
対
象
施
設
に
要
求
さ
れ
る
性
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
四
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
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る
。一

次
に
掲
げ
る
事
項
を
示
し
又
は
記
載
し
た
書
類

イ

当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
諸
元
及
び
要
求
性
能

ロ

当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
へ
の
作
用
及
び
そ
の
設
定
の
根
拠

ハ

イ
及
び
ロ
の
照
査
方
法

第
二
十
九
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
一
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
の
施
工
方
法
、
施
工
管
理
方
法
及
び
安
全
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

三

当
該
届
出
に
係
る
水
域
施
設
等
を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
維
持
管
理
方
法
を
記
載
し
た
書
類

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
二

十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
六
号
様
式
に
よ
る
証
票
及

び
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
六
号
様
式
に
よ
る
証

票
及
び
第
十
号
様
式
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

第
三
条

港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五
号
）
附
則
第
二
項
に
規
定
す

る
技
術
基
準
対
象
施
設
（
以
下
単
に
「
技
術
基
準
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
の
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い

て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
五
及
び
第
十
一
条

の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
を
行
お
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十
七
条
の
四
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

新
規
則
第
五
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
技
術
基
準
対
象
施
設
の
建
設
又
は
改
良
を
行
お
う
と
す
る
者

が
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。


